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消費者契約法（抄）
平成１２年５月１２日法律第６１号

最終改正 平成１３年法律第１２９号

出典 『六法全書平成１４年版』有斐閣

第２章 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し

（消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し）

第４条② 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者

に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益とな

る旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実（当該告知に

より当該事実が存在しないと消費者が通常考えるものに限る。）を故意に告げなかったこ

とにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み

又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取消すことができる。ただし、当該事業

者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを

拒んだときは、この限りでない。

④ 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であ

って消費者の当該消費者契約を締結するか否かについて通常影響を及ぼすべきものをい

う。

一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内

容

二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条

件

第３章 消費者契約の条項の無効

（事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効）

第８条① 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。

一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条

項

二 事業者の債務不履行（当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大

な過失によるものに限る。）により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除す

る条項

三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為によ

り消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を免除する条項

四 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為（当

該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。）

により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の一部を免除する条項

五 消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵

（かし）があるとき（当該消費者契約が請負契約である場合には、当該消費者契約の

仕事の目的物に瑕疵があるとき。次項において同じ。）に、当該瑕疵により消費者に生

じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項

② 前項第五号に掲げる条項については、次に掲げる場合に該当するときは、同項の規定

は、適用しない。

一 当該消費者契約において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、当

該事業者が瑕疵のない物をもってこれに代える責任又は当該瑕疵を修補する責任を負

うこととされている場合
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二 当該消費者と当該事業者の委託を受けた他の事業者との間の契約又は当該事業者と

他の事業者との間の当該消費者のためにする契約で、当該消費者との契約に先立って

又はこれと同時に締結されたものにおいて、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵が

あるときに、当該他の事業者が、当該瑕疵により当該消費者に生じた損害を賠償する

責任の全部若しくは一部を負い、瑕疵のない物をもってこれに代える責任を負い、又

は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合


